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交通政策審議会第２９回気象分科会 

令和２年１月１０日 

 

 

【総務課長】  それでは、定刻となりましたので、ただいまから交通政策審議

会第２９回気象分科会を開催させていただきます。 

 事務局を務めさせていただいております総務課長の黒沢でございます。議事に

入るまでの進行を務めさせていただきます。 

 審議委員の皆様方には、お忙しいところを気象分科会にご出席いただきまし

て、まことにありがとうございます。 

 ここで、気象分科会の開催に当たりまして、気象庁長官、関田よりご挨拶を申

し上げます。 

【長官】  昨年の４月に気象庁長官を拝命いたしました関田でございます。交

通政策審議会気象分科会の委員の皆様におかれましては、日ごろより気象業務に

ご理解とご支援をいただきまして、改めまして厚く御礼を申し上げます。 

 また、本日は年初めの大変お忙しい中、分科会にご出席いただきまして、まこ

とにありがとうございます。令和という新しい時代を迎えまして、最初の気象分

科会、本日開催させていただきます。開催に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 ご案内のとおり、交通政策審議会気象分科会では、おととしの１月から自然環

境や社会環境の変化、先端技術の展望を背景といたしまして、気象庁のみならず、

さまざまな主体により実施されております気象業務が今後さらなる発展を遂げ、

さまざまな社会的課題の解決に一層貢献していけるよう、今後１０年程度を展望

いたしました気象業務のあり方についてご審議をいただき、一昨年の８月に、「２

０３０年の科学技術を見据えた気象業務のあり方について」といたしましてご提

言をまとめていただいたところでございます。 

 この提言を受けまして、気象庁では観測・予測制度向上に係る技術開発、気象

情報・データの利活用促進、防災対応・支援の推進を３つの柱といたしまして、

２０３０年に向け取組を進めているところでございます。特に、昨年も台風によ
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り甚大な被害が生じており、このような災害時において、気象庁の情報、解説等

が自治体における防災対応や各種判断に生かされるよう、気象庁防災対応支援チ

ームＪＥＴＴの派遣と防災対応支援の強化を進めているところでございます。 

 また、気象業務を支える技術開発につきましても、提言をいただきました目標

に向け、産学官連携のもと、取組を推進しているところでございます。 

 本日の分科会では、さきの提言から１年半ほど経過いたしましたので、この間

の気象庁の取組についてご紹介をさせていただき、委員の皆様からご意見をいた

だくことで効果的な施策の推進につなげていきたいと考えています。委員の皆様

には、個別の施策に関するご意見のみならず、施策全体を見渡し、２０３０年に

目指すべき社会像に向け、着実に取組を推進できているか、また、気象庁だけで

はなく関係機関とも連携し、気象業務全体として取組を推進できているかなど、

大所高所からのご意見をいただければと考えております。 

 また、後ほど紹介させていただきますが、気象庁では令和２年度、内部の組織

体制を強化していくこととしております。具体的には、専門的知識に基づき、平

時や緊急時において防災に関してハイレベルの対応や省庁間調整を実施いたし

ます次長級ポストであります気象防災監を設置いたします。また、最新のＩＣＴ

技術を活用し、数値予測モデル等の基盤的技術の開発や気象データの流通、利活

用を促進する体制といたしまして、情報基盤部を設置することとしております。 

 気象業務を取り巻く社会情勢の変化や技術革新は非常に速いスピードで進ん

でおり、気象庁ではその変化にしっかりと対応していくため、新たな体制のもと

でいただきました提言を着実に実施していきたいと考えております。 

 なお、次回以降の分科会では、多様化する気象業務へのニーズを背景に、どの

ようなアプローチで官民が連携・協働し、気象業務を推進していくべきかについ

てご審議をいただくこととしております。委員の皆様には、幅広い視点、深い知

見、識見からご意見をいただくことをお願いいたしまして、私の挨拶とさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【総務課長】  それでは初めに、各委員の皆様をご紹介いたします。今回、分

科会委員の改選がございましたので、各委員の皆様をご紹介いたします。 
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 新野宏委員でいらっしゃいます。 

【委員】  新野でございます。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  屋井鉄雄委員でいらっしゃいます。 

【委員】  屋井です。よろしくお願いします。 

【総務課長】  小林篤子委員でいらっしゃいます。 

【委員】  小林です。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  なお、家田委員、矢ケ崎委員につきましては、本日ご欠席との

連絡をいただいております。 

 交通政策審議会気象分科会の定足数につきましては、交通政策審議会令第８条

によりまして、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席をもって会議

の定足数とされております。本日は、分科会の委員総数５名中３名のご出席をい

ただいておりますので、分科会が成立しておりますことをご報告申し上げます。 

 続きまして、出席しております気象庁職員を紹介いたします。 

 先ほどご挨拶しました、気象庁長官の関田でございます。 

【長官】  改めまして、関田でございます。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  気象庁次長の加賀でございます。 

【次長】  加賀でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【総務課長】  総務部長の松本でございます。 

【総務部長】  松本でございます。どうぞよろしくお願いします。 

【総務課長】  予報部長の長谷川でございます。 

【予報部長】  長谷川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【総務課長】  観測部長の弟子丸でございます。 

【観測部長】  弟子丸でございます。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  地震火山部長の土井でございます。 

【地震火山部長】  土井でございます。 

【総務課長】  地球環境・海洋部長の大林でございます。 

【地球環境・海洋部長】  大林です。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  気象研究所長の竹内でございます。 
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【気象研究所長】  竹内でございます。 

【総務課長】  参事官の小泉でございます。 

【参事官】  小泉です。よろしくお願いします。 

【総務課長】  もう一人の参事官であります長谷川でございます。 

【参事官】  長谷川です。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  企画課長の野村でございます。 

【企画課長】  野村でございます。よろしくお願いします。 

【総務課長】  情報利用推進課長の千葉でございます。 

【情報利用推進課長】  千葉でございます。よろしくお願いします。 

【総務課長】  経理管理官の今井でございます。 

【経理管理官】  今井でございます。よろしくお願いいたします。 

【総務課長】  その他、議事に関係する関係課も参加しておりますことをご報

告いたします。 

 配付資料の確認でございますが、お手元の資料の確認をさせていただきます。

資料は、お手元のタブレットでごらんいただけますが、操作に不明な点がござい

ましたら、事務局までお知らせいただければと思っております。 

 また、お手元に紙の資料についてもご用意をしております。ご確認ですが、資

料につきましては、第２９回気象分科会の次第、委員名簿、次に、議事資料とし

まして、資料１、資料２と、その別紙の資料３、加えて、参考資料としまして、

平成３０年８月の気象分科会提言の本体及び概要をお配りしてございます。以上

でございますが、お手元にないものがございましたら、事務局まで申しつけくだ

さい。大丈夫でしょうか。 

 連絡事項がございます。マイクの使い方についてでございますが、ご発言をい

ただく際には、ご面倒でも、マイクの台の部分のボタンを押してご発言をお願い

いたします。また、発言が終わりましたら、再度ボタンを押していただきまして、

スイッチを切っていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 もう２件ですが、本日の議事につきましては、傍聴が認められております。会

議後、速やかに資料及び議事録の公開が行われますので、あらかじめご承知おき
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ください。 

 報道の方々のカメラ撮りにつきましては、ここまでとなりますので、以後の撮

影はご遠慮いただきますようお願いいたします。 

（報道退室） 

【総務課長】  続きまして、お手元の議事次第に従いまして議事に入らせてい

ただきます。 

 まず、第２８回気象分科会まで分科会長を就任いただいておりました新野委員

が改選されておりますので、交通政策審議会令第６条第３項により、委員の皆様

の中から分科会長を互選いただくことになっております。どなたかご推薦をお願

いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  新野先生をご推薦申し上げたいと思います。申し上げるまでもあり

ませんけれども、新野先生はこの分野の大変な権威でございますし、何より今ま

でこの分科会を常に分科会長として的確にリードしていただきましたので、引き

続きお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

【総務課長】  ありがとうございます。 

 それでは、新野委員に分科会長をお願いしたいと存じます。よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

【総務課長】  ご異議ございませんようですので、新野委員に分科会長をお願

いしたいと思います。 

 早速ではございますが、以後の議事につきましては、新野分科会長にお願いし

たいと存じます。よろしくお願いいたします。 

【委員】  ご推薦をいただきまして、どうもありがとうございます。昨年もそ

うでしたが、大きな災害が起きております。科学技術が進歩する中で、気象にか

かわる防災、そして、快適な生活、社会活動を行う上で気象庁が果たされる役割

は非常に大きいと思っております。引き続き、気象業務の推進に関して、委員の



 -6- 

皆様のご意見をとりまとめる役を果たさせていただければと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに交通政策審議会令第６条第５条に基づきまして、分科会長代

理を指名させていただきたいと思います。分科会長代理には、屋井委員にお願い

したいと思っておりますけれども、お引き受けいただけますでしょうか。 

【委員】  はい、わかりました。 

【委員】  どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 気象分科会では、一昨年の１月から８月にかけて、「２０３０年の科学技術を

見据えた気象業務のあり方」と題した審議を行い、自然環境や社会環境の変化、

先端技術の展望を踏まえた今後１０年程度を展望した気象業務のあり方や目指

すべき水準について提言を取りまとめました。提言を受けて、気象庁では、観測・

予測精度の向上のための技術開発や気象情報、データの利活用促進、地域防災の

強化に関する取組を進めていると聞いております。本日は、より効果的な施策の

推進に向けて、この気象庁の取組のフォローアップについて審議を行いたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 資料についてですが、全体の分量が多いため、まず、来年度の予算、組織につ

いて気象庁にご紹介いただき、それを踏まえて、観測・予測精度向上のための技

術開発、気象情報・データの利活用促進、防災対応支援の推進と３つに分けて議

論を進めたいと思います。 

 それでは、まずは気象庁より来年度の予算、組織についてご紹介をお願いいた

します。 

【総務部長】  総務部長の松本でございます。 

 それでは、資料１を使いまして、来年度の気象庁の取組として、予算及び組織

についてご説明させていただきたいと思います。 

 まず、予算についてでございます。昨年１２月１３日に補正予算概算の閣議決

定、そして、２０日に当初予算概算の閣議決定におきまして、政府予算案が決定

されております。 
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 気象庁予算に関しましては、資料１の一番右上に書いてありますように、補正

予算につきましては９億円、来年度の当初予算につきましては２３６億円という

ことになっておりまして、補正予算につきましては、この資料で青字、来年度の

当初予算につきましては黒字で記載させていただいております。昨年８月の概算

要求の段階におきましては、まだ本年度の補正予算の要求プロセスがなかったも

のですから、青字、補正予算で整理された項目につきましても、当初は来年度の

当初予算として要求させていただいたものでございますけれども、秋になりまし

て補正予算編成が浮上しまして、台風等風水害に関する施策のうち、来年度の出

水期までの手当が必要であるなど緊急性を要するものについては、今年度の補正

予算での予算措置が行われることになったということでございます。 

 それでは、青字のところ、補正予算で措置された項目についてご紹介させてい

ただきます。 

 まず、地域防災力の強化につきまして、この補正は６,２００万円ということ

でございますが、気象防災専門家の育成支援、そして、地方公共団体における気

候変動適応策の策定支援について補正で措置されたということでございます。 

 また、２番目の観測体制の強化・予測精度の向上につきましては、４億４,２

００万円ということでございまして、具体的に項目といたしましては、アメダス、

そして、沿岸防災、海洋情報の充実強化についての予算が補正予算の中に入った

ということでございます。 

 また、その他の緊急施策、５番のところが補正でございますけれども、台風情

報の充実ということでありまして、熱帯低気圧の段階から５日先予報を提供す

る、ですとか、それに関係しまして、気象庁ホームページを改修するということ

での台風情報の充実対策、また、気象業務の継続性確保ということで、どんなと

きも気象業務をしっかり継続できるという体制を整えるということで、レーダー

周辺機能の強化ですとかアメダス観測所施設の強化、こういったものが２億１,

１００万円ということでございますけれども、補正予算の中に入るということに

なりまして、合わせて９億円が補正予算として措置される、政府予算が決定され

たということでございます。 
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 続きまして、令和２年度の当初予算でございますが、総額としては、右上を見

ていただきまして、２３６億円ということでございます。この数字をどう見るか

ということでございますが、気象衛星製造のための予算を確保していました平成

２３年から２７年ぐらいまでの予算も２３０億円台でありましたので、今年度の

２４７億円を下回る予算ではありますけれども、総額的には気象庁経費、まずま

ず確保できたと見ることもできるかと思います。 

 一方で、この予算の中には、老朽化している海洋気象観測船の代替建造ですと

か、あるいは、次期気象衛星の製造などの予算はまだ入ってこない、これからの

予算需要ということになってきますので、そうしますと、予算はもっと多額の予

算を確保していかなきゃいけない。一方で、予算制約もありますので、ほんとう

に気象庁が希望する予算が確保できるのかという問題もございます。いずれにい

たしましても、気象庁といたしましては、予算の確保に向けて精一杯、最大限の

努力をしていくということで頑張っていきたいとは思っております。 

 続きまして、具体的に、当初予算で措置された項目についてご紹介申し上げま

すと、地域防災力の強化につきましては、大雨特別警報の改善ですとか、あるい

は、聴覚障害者に配慮した防災気象情報の提供ということでの手話通訳の配置、

こういうことで１億１,３００万円の予算が措置されることになったということ

でございます。 

 ２番目の観測体制強化・予測精度の向上につきましては、気象レーダーの観測

の強化ということで、レーダー設備の更新整備、そして、アデスの更新・強化と

いうことで、これにつきましては、１６億４００万円の予算ということでござい

ますけれども、この４分３、大半の１２億円部分が今回、臨時特別の措置という

ことで、国土強靱化３カ年緊急対策ということで、特別についている枠を使って

１６億円のうち１２億円が措置されたということでございます。 

 ３番目の地震・津波・火山のところでございますけれども、これにつきまして

は、地震や津波の情報提供の改善、そして、火山監視・機器の更新等につきまし

て、３億８,０００万円の当初予算が確保できたということでございますが、こ

れも８割以上、３億３,０００万円が臨時特別枠で措置されることになったとい
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うものでございます。 

 ４番目の気象情報提供基盤の高度化、気象データの利活用につきましては、１

億９,３００万円ということで、これもほとんどが臨時特別措置での確保という

ことになっております。 

 そして、その他の緊急措置につきましては、気象業務の継続性確保、これが２

億円分は今年度の補正ということでありますが、２２億円部分が令和２年度の当

初予算ということで確保されたものでございます。 

 ちなみに、２３６億円という予算でございますけれども、これは一般会計予算

の物件費でございまして、気象庁職員５,０００人の人件費、３５８億円は含ま

ない数字ということでございます。 

 以上が、今年度も含みまして、今後の気象庁の予算のご紹介でございます。 

 続きまして、令和２年度組織の概要について、ご紹介させていただきたいと思

います。組織につきましては、手順といたしましては、内閣人事局のほうに組織

要求というものを行いまして、予算と一緒に内示を受けた上で法令等で措置して

いくという手順になっておりまして、今回、予算案とあわせて組織についても内

閣人事局のほうからでございますが、内示を受けたということで、要求内容につ

きましては、全て認められることになったということでございます。 

 今後の手当でございますけれども、政令、省令といったレベルで、法律改正事

項はないものですから、政令、省令を整備して、そして、今年の１０月に組織改

正をするということを考えております。 

 この組織要求に当たっての背景といたしましては、大きく２つでございまし

て、自然災害の激甚化ということでございまして、３０年も７月豪雨がございま

したし、昨年も、房総半島を襲いました台風１５号ですとか、あるいは、台風１

９号は、東日本全体で広域にわたって被害が生ずるなど、自然災害、甚大な被害

を受けるということが多くなってきているということで、やはり防災対応の業務

というものは増えてきておりますので、その体制を強化しなければいけないとい

うことが１つでございます。 

 また、南海トラフ地震というものも３０年以内に発生確率７０～８０％という
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ことで、地震対策も必要になってくるということでございます。 

 もう一つの事情といたしましては、社会の変革ということでありまして、少子

高齢化時代でありますので、社会の担い手、防災に当たっての防災リーダー的な

ものも少なくなってくる。一方で、要配慮者のほうが増加してくるといったこと

で、地域防災力が低下していないかという懸念もございますし、また、産業界に

おきましても、生産年齢人口が少なくなるということで、少ない人でしっかり生

産力を確保していかなければならない。要は、生産力を向上していかなきゃいけ

ないということでのさまざまな産業においての取組が必要になってきますし、ま

た一方で、余暇を楽しむということであれば、旅行者、インバウンド観光も増え

ていますけれども、そういった方がお天気も細かくチェックしながら行動、観光

プランを考えるということで気象情報データの利活用の促進なんかも増えてく

るのではないかと思います。 

 一方で、情報化時代、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０ということで、ＡＩ等を活用して

新たな価値の創出も可能になってきているということで、いろいろな技術を使い

ながら観測・予測精度の向上に係る技術開発を推進していく必要があるというこ

とでございます。 

 業務強化の方向性としては３点、分科会提言でいただいておりますけれども、

防災対応支援の推進を強化する。そして、気象情報データの利活用促進を強化す

る。その前提として、まずは観測・予測精度の向上の技術開発を推進していくと

いうことでございますので、このための体制整備が必要になるということでござ

います。 

 まず、設置する組織といたしましては、気象防災監ということでございまして、

次長相当職ということになりますけれども、こちらは専門的知識に基づきまし

て、防災に関しまして平時から、そして、緊急時はもちろんでございますけれど

も、その際のハイレベル対応、官邸、あるいは、防災関係の省庁間で集まるよう

な会議で現状に係る情報共有ですとか、あるいは、対応措置の決定をするといっ

たような調整が必要になってくるということで、そこで、それに対応するハイレ

ベルのポストが必要ではないかということで、気象防災監の設置というものを要
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求していたということでございます。 

 一方で、気象情報・データ利活用の促進ということで、そこの強化も必要だと

いうことでございます。そのために情報基盤部というものを設置するということ

でございます。こちらのほうは、気象現象を予測するモデル、こちらにつきまし

ては、今、予報部と、長期的な季節予報につきましては地球環境・海洋部で分か

れて開発していますけれども、それを横断的に開発するような体制も必要ではな

いか、そういう問題意識もございまして、そこで予報部、観測部、地球環境・海

洋部の中から、関係する課等を集めた情報基盤部。一方、予報部、観測部、地球

環境・海洋部のところで予報、解析、こういうところについては大気海洋部とい

うことで、こちらのほうを、長期的な視点も含めて気象リスクに対応していくた

めの体制を整備するということで、こちらも大くくりにするということでの組織

改正を行うということでございます。 

 こういった体制が必要であると要求した結果、昨年１２月に内示を受けました

ので、この体制に向けて今後手続をとり、そして、準備を進めていきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、委員の方からご質問等ございましたら、お願いします。○○

委員、お願いします。 

【委員】  今日はメンバーが少なめなので、たくさん発言しないといけないか

な。 

 どうもありがとうございました。ただいまのご説明に関して、予算のほうはこ

ういうことで、十分とは言えないかもしれませんけれども、非常に大切な、重要

な任務、業務を果たす上での一定の予算を確保できたというご紹介をいただきま

して、どうもありがとうございました。 

 組織の概要について、ちょっとお伺いをさせていただきます。従前の、まさに

気象業務の重要性がさらに高まっているという背景、これは共有しているところ

であります。けれども、今回の令和２年度の組織の強化、これは強化になってい
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るのは間違いないと思いますので、そこについてどうこうと言うわけではないん

ですが、一応確認させていただきたいのは、従前、すなわち、気象の情報、気象

だけじゃないんですが、気象庁にかかわる情報をきっちりと観測し、予測し、そ

して、その予測結果に基づいて何らかの総合的な対策をとっていく、あるいは、

いろんな意味で情報提供していくという、こういう一連の業務が行われているわ

けです。予報とか観測という言葉は、ある意味で古いかもしれないけれども、一

方で、情報基盤という言葉が、これも非常に古い言葉なんですよね。情報という

言葉は、言うまでもなく、何のためにそのデータを使うのかということが一体と

ならない限り意味がないわけですから。情報基盤部という言葉で統合することは

わかるんだけれども、そうなってくると、従前やっていた観測業務、それから、

予測を行うという業務、この辺のレスポンスビリティというか、責任はどっちの

部というか、大気海洋部と情報基盤部とどっちでどう持っているのかということ

がちょっとわかりにくい感じもします。大気海洋部だから非常に総合的に判断し

ながら、ある種、対策というのか、いろんな意味でのアクションまでを考えるん

だと思います。けれども、情報基盤部というのは、一方で予測まで行っていくよ

うにも見えますし、一方で、情報を整えるだけであるという業務に狭まってしま

うと、そこはそこで必ずしも強化というふうには国民的には見えにくい感じもし

ますね。ですから、部の形、名前が一定程度体をあらわしていると、こういうア

クションを今度行っていくんだという形に見える。そのほうがベターな気も私自

身はするんだけれども、一方で、情報基盤部というものに集約したというお気持

ちもわかりますよ。当然、データは重要になってきていますからね。ただ、そこ

が本当に伝わっている言葉なのかなという感じがちょっとしたものですから、そ

こら辺の意図というのか、背景かな、お気持ちを若干お聞かせ願えれば大変あり

がたいなと思います。 

【総務部長】  ご質問ありがとうございました。これは部までしか組織は見せ

ていないものですから、ちょっとわかりにくかったかなと思いますので、具体的

に、課レベルでどういうところが入ってくるかというのをご紹介させていただき

ますと、情報基盤部の中には、今、予報部の課、４課ありますけれども、予報部
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の業務課を情報政策課ということで基盤部の筆頭課にするというイメージでご

ざいます。あとは、予報部の中の数値予報課、数値モデルをつくっているところ

の数値予報課と、あとは、各データ・情報をやり取りしている情報通信課という

ものを情報基盤部の中に持っていくということでございます。あと、総務部の中

にある情報利用推進課も情報基盤部の中に入ります。 

 また、気象衛星課は今、観測部に入っておりますが、それは気象衛星で多量の

データを取得していくということで、そちらのほうも情報基盤部の中に位置づけ

る考えでございます。 

 一方、大気海洋部のほうは、予報部の予報課を持っていきます。そして、観測

部の観測課のほうも持っていくということでございます。また、地球環境・海洋

部にあります気候情報課ですとか、あるいは、海洋気象課といったものは、大気

海洋部の中に持っていくという構成にしております。 

 ですから、実際に予報する課は、大気海洋部の予報課ということになるという

ことでございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。１点だけ確認ですけれども、たま

たまこのペーパーにあるような、情報基盤部が予測に使うモデル等を分野横断的

に開発するんだということではないんですね。要するに、情報基盤部はさまざま

にデータを観測する部分が分散していたのを一体的に統合しますよと。そこはよ

く趣旨は伝わってきたんですけれども、予測行為だとか、予測モデル開発だとか、

何のためにそれが使われていくかとか、どういう使い方、あるいは、どういう予

測をすることが適切であるかとか、いろんな判断が必要になってくるんだけれど

も、その分までは情報基盤部で行っていくということなんですか。 

【次長】  先生、ご質問ありがとうございます。先生の冒頭のご質問、ご趣旨

であります、予報部、観測部と情報基盤部のいわば連携とすみ分けの議論だと思

います。それで、ご指摘のように、観測部や予報部というのは、観測されたもの、

予報されたものというのをいかに正確に品質を表現した情報を出していくかと

いうのが一義的にはまずございます。それで、他方で、もちろん、気象庁全体と

して、この３本柱にありますように、ユーザーというのをしっかり意識して、ユ
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ーザーが使いやすい、見やすいというものを出していくというのは進めておりま

して、そこは情報基盤部で、どういう表現方を、あるいは、ほかの情報相互の関

係をいろいろ考えながら、情報を出していくのがよろしいかということなどにつ

いては、もっと庁全体として強化していくという観点で情報基盤部の一つの仕事

としてやっていきたいということです。 

 それからもう一つは、オープンデータ政策というものの中で、情報やデータと

いうのを単にお出し申し上げるということではなくて、先生ご指摘のように、二

次活用しやすい、あるいは、機械判読もしやすいと、その情報データをどんどん

さらに使っていただく、産業界も含めてということも情報基盤部の大切なお仕事

だと考えております。 

 最後のところにまたご説明申し上げたいと思いますが、情報基盤部という形を

ここでつくらせていただいて、中身を秋に向けてさらに充実をさせていくという

ことに向けまして、実は２回目以降、情報基盤部のあり方についてのご審議も頂

戴しようと思っておりまして、また、今日の先生のご指摘もいただいて、それも

含めて見ていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

【委員】  ありがとうございます。 

【長官】  済みません、今、次長、総務部長から申し上げたとおりなんですけ

れども、私がどんな説明をしているかということだけ申し上げますと、ここにあ

ります組織のところで、一昨年の提言の絵がありまして、１、２、３と業務をこ

ういう形で区切らせてまいります。まず、１と２がまさにユーザーとのインター

フェイスがある部分ですね。１の部分が、まさに防災ということで、国みずから

が一生懸命やっていかなきゃいけない部分、ここは非常にウェートが高い部分で

す。それから、２番の部分は産学官協働で、むしろ民間の方に頑張っていただく

ところ、そこを我々はしっかり支援をしていくという形で１、２、３とあるとい

うふうに理解しているんですが、情報基盤部は、主に２と３を担当するというふ

うにお考えいただければと思います。 

 ３の部分は、１、２にも使えること、使うことができるような基盤的な情報を
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つくっていくところということで３という業務がある。その３をもとにして、要

は、防災に関してはウェートが高いですから、気象のほうと地震のほうとさらに

分けて、大気海洋部と地震火山部が１のところを主に担当する。それ以外の２と

３について、情報基盤部がやる。ですから、情報基盤部は基礎的な情報を作成す

るとともに、特に、防災以外の産業利用等々のユーザーのインターフェイスのと

ころも担当するというようなイメージで一応、今考えております。 

【委員】  よろしいでしょうか。モデルの開発に関して、現在、数値予報課で

やっているものと地球環境・海洋部でやっているものを一緒にやるというのは非

常にいい方向だと思いますけれども、現在は、予報部の中に数値予報課と予報課

が一緒にあって、協力して作業をしているところが２つの部に分かれてしまうこ

とになるので、連携を非常によくしていただくということは、今後考えていただ

く必要があるかなと思いました。 

【長官】  おっしゃるとおり、仕事というのは全てつながっておりますので、

部が分かれることでそこが縦割りにならない、これは非常に細心の注意を払っ

て、まさしくそれは私の役目だと思っていますので、しっかり対応していきたい

と思っています。 

【委員】  ○○委員、何かございますか。 

【委員】  何点かご質問させていただきたいんですけれども、予算の関係で、

ここに出てこないところで１つ気になってお聞きしたかったのが、新しい業務を

始めなくちゃいけないということでお金も使うということになると思うんです

が、限られた予算の中で、スクラップ・アンド・ビルトをしなくちゃいけないと

いうことで、いろいろご苦労なさっているんだと思います。昨年の末に日経新聞

で、地方気象台の夜の業務を集約するというような記事が出たかと思うんですけ

れども、この影響というのがどういうことが考えられるのかということをご説明

いただきたいなと思って参りました。それが１点目です。 

 もう一つは、業務強化の方向性の中の①で、気象情報とかデータが避難につな

がるように伝えるというところの部分で、今後は自治体との連携というのが非常

に求められていくのではないかと思っているのですけれども、ＪＥＴＴの取組に
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ついてどのような形で進められているのかということをお聞きしたいなと思い

ました。 

 以上です。 

【委員】  ＪＥＴＴに関しては、この後ご説明が多分あると思います。 

【企画課長】  最初のご質問の、地方の役割分担の話ですけれども、予算的に

どうこうということではなくて、役割は中枢と地方気象台で分けていく。今、中

枢というのは管区気象台とか、大きな地方気象台で予報をやっておりますけれど

も、地方気象台でも予報をやっている。同じようなことをどちらでもやるのでは

なくて、それはもう集約して、一方で、これから気象庁の大きな方針として、地

域防災、もっと気象台から外に出ていって、自治体とか住民の皆さんのところに

出ていっていろいろ解説したり、それは平時でも、それから緊急時でもそうです

けれども、そういう役割に地方気象台は変わっていくべきだというふうに考えて

おります。ですから、同じような予報作業を夜中にどっちもやるのではなくて、

それは中枢でやり、地元では、平時や緊急時に対応する。夜中に関して、何も天

気が悪くないときにはもちろん、宿直という形になりますけれども、実際、大雨

が予測されるような場合には、あらかじめ応援が入って夜も対応するということ

で、しっかりと対応していく。そういう役割分担をはっきりさせて効率的にやっ

ていくということで、予算全体のどうこうということは関係ないですが、そうい

う役割分担をはっきりさせてしっかりやっていくということを目指しておりま

す。 

【委員】  そのあたりが住民にきちんと伝わらないと、「夜いなくなっちゃう

のか」と誤解されてしまう恐れもあります。一面的な伝わり方をしないようにき

ちんと説明していただくことが必要ではないかなと思います。よろしくお願いし

ます。 

【企画課長】  ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりだと思います。

住民の皆さんに安心していただくことが目的でやっておりますので、その点、十

分気をつけてしっかりやっていきたいと思います。 

【委員】  よろしいでしょうか。 
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 そうしましたら、続きまして、気象庁の取組のフォローアップについて、分野

ごとに審議を進めたいと思います。まず、気象庁より観測・予測精度向上のため

の技術開発に関する取組について、ご説明をお願いいたします。 

【企画課長】  企画課長の野村でございます。フォローアップ全体に入る前に、

昨年の提言へのフォローアップですので、復習として、昨年の提言を簡単に、一、

二分かけて復習して、それからフォローアップに入りたいと思います。 

 ファイルが違うので、手元の紙で横のポンチ絵で「２０３０年の科学技術を見

据えた気象業務のあり方」というものがございますので、そこを見ながら簡単に

復習したいと思います。 

 分科会長からもご説明がありましたけれども、この提言は、今後１０年を展望

した、それも気象業務全般を対象とした提言でございます。それで、今後取り組

むべき行動というか、業務の対象となるものは、１ページ目の真ん中のほうで３

つ横に並んでおりますけれども、左から申し上げると、「顕著現象に対する的確

な防災対応・行動」、関係する機関としては自治体、防災機関とか外国人の旅行

者・住民等が的確な防災対応・行動をとるためにこれから我々がやらなきゃいけ

ないこと。そしてまた、２番目の対象としては、真ん中の「一人一人の活力ある

生活」、実際の生活とか外出・観光、健康・医療、こういう事々に役に立つどう

いう業務があるべきか。３つ目の対象としては、「経済活動等におけるイノベー

ション」ということで、下に交通とかエネルギー等々のいろんな産業があります

けれども、多様なサービス提供、生産性向上のためにどういうことをすべきかと

いうことで提言が出されたということです。 

 やるべきことの大きな方向性としては、先ほどもありましたとおり、１ページ

目の一番下に書いてある、観測・予測精度向上のための技術開発、そして、気象

情報・データの利活用促進、この技術開発と利活用促進を車の両輪として行って

いくということでございます。 

 続いて、その提言の中身は２ページ目に入りますけれども、今申し上げたとお

り、技術開発と利活用促進を車の両輪として、最終的に防災対応支援の推進とい

うことで進んでいくんですけれども、その取組に当たっては、一番下、ちょっと
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見にくいですけれども、下に３つ横に並んでいますが、「不断の検証・改善」も

ありますし、右のいろんな「業務体制や技術基盤の強化」もありますが、特に、

文言の提言の各所に書いてありますのは、産学官・国際連携、要するに、気象庁

はいろいろやっていきますけれども、多分、気象庁単独では難しい。産学官、国

際の連携を持続的・効果的に取り組んでいくべきだということで提言の概要で

す。 

 具体的には、次のページにありますけれども、重点的な取組事項として、気象

関係、観測・予測関係については、左上にありますとおり、現在から１時間程度、

半日程度というふうに予測する対象の予測の時間別にいろいろ課題がございま

す。例えば、半日程度ですと、線状降水帯の発生などがございます。そういうよ

うに、それぞれの時間スケールに応じた課題について、それぞれ何をやるべきか。

具体的には、下にあるとおり、例えば観測手段の話もありますし、数値予報技術

の向上等というのもあります。そういうことをやっていきましょうということで

す。 

 それから、地震・津波・火山については、地震分野、津波分野、火山分野、そ

れぞれにおいて、例えば右に絵が描いておりますけれども、地震については、も

う少し面的な情報を一生懸命やっていこうとか、津波に関しては、自治体が困っ

ているのは、出たのはいいけれども、いつ解除していいかわからないというよう

に、津波がいつ一番たくさん来るのか、一発目だけじゃなくて、最大だけではな

くて、いつ静まるのか、落ち着くのかということ。それから、火山については、

地下の中でマグマがどういうふうに動いているのかというのがわからなくて、な

かなか予報・警報を出すのに苦労しております。こういうものを格段に向上させ

て技術、情報をよくしていこうということが書いてあります。 

 それから次に、利活用に関しましては、次のとおり、例えば、左上に書いてあ

るような、容易に、要するに、先ほど挙げたような技術開発を一生懸命やっても、

利用分野がちゃんとできないといけませんので、そういう利活用できる環境の整

備。それから、情報を出しても理解していただかないとしようがないので、右側

にリテラシー向上の取組というようなことをやりまして、下にあるとおり、防災
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対応・支援の推進、例えば、関係機関と一体となって地域に貢献していくような

取組をやっていきましょうというようなことになっております。 

 具体的には、これから分野ごとに関係する幹部から説明がございますので、ま

ず最初に、観測・予測精度向上のための技術開発については、長谷川予報部長か

ら説明いたしますし、地震火山分野については、土井地震火山部長から説明をし

たいと思います。よろしくお願いします。 

【予報部長】  それでは私のほうから、気象・気候に関連する技術開発につい

てということで、資料２のほうで、まずは４ページとページの振ってあるスライ

ドをごらんいただければと思います。単に標題だけなんですけれども、一つ一つ

についてはご説明しませんけれども、冒頭、総務部長からご説明させていただき

ました予算案等との関係を、この黄色や赤の丸で示してございますので、それを

ご参考にというところです。 

 その次のスライド、５ページ目は、先ほど企画課長からご説明をいたしました

技術開発の目標をまとめて書いたものでございます。これも先ほどの説明のとお

りですので、その次のページからご説明をさせていただきます。 

 ６枚目のスライドです。こちらは観測についての開発技術向上の状況について

のご説明になります。気象庁は全国で２０のレーダーがございます。レーダーで

は、特に雨がどこで降っているかということについての情報を得ているわけです

けれども、最近新しい技術ができまして、非常に降水量の量的な推定がうまくい

くレーダーができてきていますので、これを導入すべく、順次、更新に合わせて

性能を向上させております。 

 それから、その右側にアメダスの更新強化というのがございます。全国でおよ

そ１,０００の地点で気象の観測を行っておりますが、これもこれから５年ほど

かけて更新をしていく予定にしております。更新に合わせまして、新たに湿度の

観測を行うということにしております。これで湿度の分布がきれいに把握できる

ということと、それから、湿度の観測を行いますと、先ほど企画課長の説明にも

ありましたけれども、線状降水帯と呼ばれる災害を及ぼすような豪雨の予測がう

まくいくのではないかというような期待を持っているところでございます。 
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 それから、その次のページは気象衛星でございます。今、ひまわり８号、９号

が軌道上にございまして、これで２０２９年まで観測を行う予定としておりま

す。その次のことを考え始めなければいけないということですが、衛星をつくる

のに大体５年ほどかかるということを考えますと、２０２３年には衛星の製造に

着手したいということで、現在、技術的な仕様ですとか運用や調達のあり方につ

いて、外部の有識者の先生方のご意見も聞きながら検討を進めているというとこ

ろでございます。 

 それから、その次のページは、これまでは気象庁の観測ということでしたけれ

ども、先ほど来ご説明をさせていただいているとおり、こういう仕事は気象庁だ

けではなくて、みんなでやろうということで、気象庁以外のさまざまな主体が今、

気象の観測をやっておりますので、それをどう使っていくかという取組でござい

ます。これまでに一体どういう人たちがどんな観測をしていて、それがどういう

ふうに収集されたり利用されたりしているのかということについて、調査を進め

てきております。それを踏まえまして、今後、気象庁でどのように使えるのかと

いうことを考えるために、データの品質ですとか、そういったことをこれからき

ちんと調査をしていかなければならないだろうということでございます。こうい

うものを使って予測の精度を上げていきたいということでございます。 

 それから、その次、９枚目のスライドでございます。こちらは雪についての情

報を改善いたしましたというもので、昨年の秋に新しく情報提供いたしました。

これまで雪というのは、アメダスで観測をしたところの情報しか、今どれだけ降

っているかということについては、観測があるところでしかわからなかったんで

すけれども、観測のないところでどれぐらいの積雪になっているかということを

推定する技術を開発いたしまして、メッシュ値で雪の情報を提供できるようにな

りました。これは、アメダスのないところでの積雪の情報がわかりますよという

ことで非常に有効だと思っていますし、それから、メッシュ値で提供できている

ということで、非常に使い勝手よく、いろいろな分野で応用が効くのではないか

と考えております。今後、この雪に加えまして、湿度ですとか日射量、風、こう

いった要素についても、同じようにメッシュ値で情報が提供できるように技術開
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発を進めてまいりたいと考えております。 

 その次、１０枚目のスライドです。これは数値予報に関連した技術開発の一つ

ですけれども、その前に、最初に企画課長からご説明したとおり、技術開発につ

いても、気象庁だけでやるのではなくて、さまざまな研究機関などとも連携して

やっていくべきという提言をいただいております。これについては、今、外の研

究機関の方々にご協力いただいて、数値予報モデル開発懇談会というのを立ち上

げまして、そこで気象庁の開発計画や連携のあり方についてご意見の交換をさせ

ていただいております。その成果として、数値予報を開発するための重点計画と

いうのをつくりまして、それに沿って開発を進めているということでございま

す。開発を進めるとともに、どんな開発の課題があるのかという情報を外に向け

て発信したり、研究者の方に気象庁に滞在していただいて連携を深めたりといっ

たことも進めているというところでございます。 

 その開発計画に沿った一つの取組として、アンサンブル予報と呼ばれる技術の

導入を進めているということで、これまで台風の予報などで非常に成果を上げて

きたというものでございます。これは何かと申しますと、一回の予報をするとき

に、スーパーコンピュータで予報するんですけれども、少しずつ条件を変えてた

くさんの予報をやってあげます。そうすると、予報の精度ですとか、この予報の

精度がどれぐらいなのかということが推定できたり、予報の幅がどれぐらいなの

かということがわかるというものでございます。これを今回、日本の詳細な気象

の予測をしておりますメソスケールモデルという数値予報モデルがございます

が、これに導入したというもので、昨年の６月からこの仕事をしております。こ

れをやることで、先ほど来、何回も出てきている線状降水帯の確率的な予報とい

うことに結びつけられないかということで、さらなる技術開発を進めているとこ

ろでございます。 

 これは既に現場ではいろんな形で使っておりますし、それから、部外の方にも

お使いいただこうということで、部外の方にもデータを提供しています。それか

ら、昨年の秋に、台風のときにダムの事前放流ができないかというようなことも

話題になりましたけれども、そういうものにも応用ができるのではないかという
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ことで検討を進めているというものでございます。 

 それから、その次のページ、１１ページですが、これはＡＩを使っていこうと

いうことですけれども、これはおかげさまで、理化学研究所との共同研究が進め

られておりまして、気象庁といたしましては、観測データの品質の評価ですとか、

それから、先ほどの数値予報については、過去の数値予報の結果と実際の天気を

照らし合わせて、それで数値予報を修正していくという技術がございます。これ

はガイダンスというふうに呼んでいるのですが、こういうものにもＡＩは非常に

うまく使えるのではないかということで、こんなところに焦点を当てて開発を進

めているところでございます。 

 それから、その次が台風についての進捗でございます。実は、昨年の３月から、

それまで３日先までできていなかった台風の強度の予報、これを５日先まででき

るようになりました。それから、６月には、台風の中心位置が７割の確率で入る

という予報円というのをつくっておりますが、この予報円を２割小さくすること

ができました。これらは、それまでの数値予報モデルの開発を初めとする技術開

発の成果が実ったものでございます。 

 それから、その次のページには、台風についての今後の、割合直近の取組につ

いてでございます。これまで台風については、台風になると５日先の予報が出た

んですけれども、これからは、明日台風になるというような熱帯低気圧について

も、５日先までの予報をやりましょうということで、この準備を今、次の台風シ

ーズンまでにということで準備を進めているところでございます。 

 それから、台風に限りませんけれども、３日先までの雨量の予測についても情

報に入れられないかということで、これは、もし今度そういうことがあれば、や

れるように準備が整ったというところでございます。これはまだまだ予測には幅

がございますし、それから、いつもわかるというわけではなくて、うまく予報が

できそうだというときには何とか入れられるというものでございまして、引き続

きの技術開発が必要な分野でございます。 

 それから、その次が２週間気温予報というものでございます。これは２週間先

までの気温がどうなるかという例が少し示してありますけれども、これを昨年の
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６月から始めたというもので、これは割合、評判がよくて、既に熱中症の対策や

農業、製造、販売というところで、例えば、食品や飲料なんかの販売などに既に

お使いいただいているというものでございます。来週暑くなるけれども、来週に

はとどまらずに、さらにその次も暑いんだとか、来週は一旦温かくなるけれども、

その次の週は寒くなるんだとか、そういうことがわかるというものです。 

 最後に、地球温暖化の関係でございます。地球温暖化につきましては、気候変

動適応法というのができまして、政府も適応計画をつくらなければいけないとい

うことになりましたし、それから、自治体もそれぞれ地域の適応計画をつくると

いうことになっています。これを支援するために、文部科学省と連携をいたしま

して、さまざまな機関でやっている予測のデータやいろいろな研究成果を取りま

とめて、統一的な見解を示しましょうということで、今年第１回目の評価報告が

できるようにということで準備を進めているところでございます。 

 この後は、関連するデータを提供したり、それから、各自治体に実際に支援を

したり、あるいは、普及啓発をやっていくというようなことを進めていきたいと

思っております。それから、こういった仕事を支えていくために、もちろん、地

球温暖化の予測技術というものの開発も鋭意進めているところでございます。 

 フォローアップとしては、以上になります。 

 それから、１７ページ以降には、これ以外の幾つかの取組がございます。大雨

警報の基準を新しくして、よりよい情報にしていくですとか、防災に関連するさ

まざまな情報を、よりきめ細かくやっていくですとか、そういった取組について

紹介をさせていただいております。もしお時間があれば、後でごらんいただけれ

ばと思います。 

 私からは以上です。 

【地震火山部長】  続きまして、地震火山部長の土井から、地震・津波・火山

の分野についてご報告いたします。 

 ２１ページ目からでございますが、２２ページに、いただいた提言の具体目標

を書いております。地震・津波・火山それぞれについて、２つないし３つ、目標

を設定いただいておりますけれども、地震については、地震が発生したときの地
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面の揺れが時々刻々どう広がっていくかということを長周期地震動も含めてわ

かるように表示するようなことができないかということ。それから、発生した地

震その後の活動の見通しが具体化できないか。それから、南海トラフ地震につい

ての的確な情報提供というのが地震の目標でございます。 

 それから、津波については、先ほど企画課長からお話があったとおり、津波警

報を出してから警戒が必要な時間帯はどれぐらいなのかというところの見通し

を立てられるような情報の出し方ができないかということ。それから、津波の高

さの予測については、今、偏差といいますか、津波でどれぐらい潮位がプラスさ

れるのかということしか出てきませんので、絶対高を出しているわけではござい

ませんので、それができるようにならないのかということ。天文潮位も、あるい

は、その時々の潮位の状況もプラスして実際の高さが表現できないのかというこ

と。それから、津波警報を出すときに、迅速化のためにデータベース方式、あら

かじめ計算した津波の高さの予測をデータベース化しておいて、そのデータベー

スから引き出して津波警報を組み立てておりますけれども、それをさらに精緻化

できないかということを目標にされております。 

 火山については、地下で何が起きているのか直接見ることができませんので、

どういった状況になっているのかということを推定できるように内部構造をし

っかり組み立てて、より確かな予報、警報を出せるようにしようということ。そ

れから、噴火した後の火山灰がどう挙動するのかということをできるだけ実況を

踏まえた予測にしようということが目標とされております。 

 ２３ページ目以降、現在の進捗になっておりますけれども、まず、地震の揺れ

を時々刻々表現するには、かなり技術的に難しいところもございますので、まず

は、推計震度分布、これは震度計が全国に４,３００カ所ほどございますけれど

も、そのデータに基づいて、現状では１キロメートルごとにどれぐらいの揺れに

なっているのかということを震度の指標を使って図化しておりますけれども、こ

れを２５０メートルメッシュに細かくして、より、どこで強く揺れているのか、

強く揺れているということは、そこの地域が非常にダメージを受けているという

ことになりますので、そのダメージを受けているところに、例えば、まず救援隊
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を送るとか、あるいは、交通障害等予想されますので、迂回路を設定するとか、

さまざまな防災対応の判断に使っていただけるような細かな推計震度分布をつ

くっていきたいと考えております。 

 現状で左側に書いている１キロメッシュのところに地図を重ね合わせている

ような見せ方をしていますけれども、これはちょっと先走りしておりまして、現

状では、実際の道路とか鉄道と重ね合わせはできておりませんので、２５０メー

トルメッシュの計算をするようなシステム、実際のところでは、今のデータ処理

のシステムではちょっとスペックが足らないので、新たなコンピュータを要求し

ようということで、上に書いてありますとおり、来年度の予算要求から３カ年計

画で整備していきたいと思いますので、実際に２５０メートルメッシュを実現す

るのは令和４年度以降と設定しておりますけれども、それに至るまでの間でも、

現状の１キロメッシュの粗さの推計震度分布に地図を重ねるぐらいの工夫はで

きるのではないかと考えておりますので、そういった見せ方の工夫も順次してい

きたいと思っております。 

 長周期地震動の予測に関する実証実験というのも並行してやっておりまして、

右側に書いてございますけれども、今、一般の方々に長周期地震動の予測を、あ

るいは、実況を見ていただいて、使い勝手を検証していただくということは３年

ぐらい前から実施しておりますけれども、それに加えて、今年度からは地震動の

予報事業者、緊急地震速報の予測情報を提携している民間の事業者さんに協力い

ただいて、長周期地震動の予測もあわせてやっていただいて、実際にどれぐらい

使い勝手があるのか予測する、あるいは、その予測結果を使うことにどういう課

題があるのかということの実証実験も始めているところです。 

 次、津波の分野でございます。２４ページをごらんください。津波についても、

最初にお話しした、警戒が必要な時間帯がどれぐらいなのかというところを示そ

うと思うと、現在の計算機の資源では足らないところがございますので、先ほど

お話ししたように、来年度以降の新しいシステムを整備する中で、そういったも

のを実現していきたいと考えておりますけれども、ここにありますとおり、今、

文字情報でしか伝えていないものを、せめてビジュアル化して、津波がどう時々
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刻々伝播していくのかということについての表現を工夫はできるだろうと考え

ておりますし、そうすることによって、この伝播する状況をずっと見守っている

と逃げられなくなってしまいますので、海岸付近の方は直ちに逃げていただきた

いとは思っているんですけれども、それとともに、注意報、警報の解除の見通し

が立てられるようなアウトプットを出していきたいと考えています。そうするこ

とによって、救難活動をいつ着手できるのかということの要員の手配とか、ある

いは機材の手配ということが準備できるようになるということを期待しており

ます。 

 それから２５ページ目、火山の分野、先ほどお話しした地下の構造がどうなっ

ているのかということ。これは既往のいろんな研究がございます。そういった研

究成果を勉強させていただいて、概念モデルというものをつくって、今起きてい

る地震が何で起きているのか、地下で物が動いているということを推定するわけ

ですけれども、その動きによって地表に出てくるのか、出てこないのかというと

ころをちゃんと見極めて、より確実な噴火予報、あるいは、噴火警報を出してい

こうということのもくろみを持っておりますけれども、まずもって地下がどうい

う構造になっているのか、マグマだまりがどのあたりなのか、あるいは、非常に

圧力の高い、温度の高い水がどのあたりに滞留しているのかというところをしっ

かり頭の中に置いて、そういった見通しを立てていきたいと考えております。 

 現状、今年度末までには大体２０ぐらいの火山について概念モデルをつくり上

げようとしております。もちろん、非常にプリミティブなものですので、今後の

さまざまな研究成果によって、その概念モデル自体もどんどん精緻化というか、

より妥当なものにしていくということを考えておりますし、２０以外の火山につ

いても、いろんな調査結果を整理いたしまして、地下の構造をしっかりイメージ

できるようなものをつくっていきたいと考えております。 

 それから、２６ページ目には、今度は噴火した後に出てきた火山灰がどう挙動

するかということですけれども、これまでは既存の、今、活動している火口から

噴火した場合にどう噴煙が広がっていくかということについては、しっかりでき

るように、これはスーパーコンピュータによる数値モデルをリファーする形で予
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測しているわけですけれども、それ以外に、例えば、おととしの草津白根山の噴

火のときのように、いわゆるノーマークの火口から出てきたところや、必ずしも

対応できていなかったところがありますので、どの場所で火山灰が出ても、しっ

かり降灰の予報ができるように仕掛けをつくりたいと思っております。地震・津

波と同様に、現状のコンピュータでは少し能力が足らないところがございますの

で、これは来年度の予算で新たなシステムを手当させていただいて、先ほどお話

ししたような、どこで噴火があってもしっかり降灰が予報できるという予測をで

きるようにしたいと思っております。 

 それから、さらに降灰予報を精度の高いものにするために、気象レーダーなど

で噴煙の様子を把握できるということがわかっておりますので、そういった実況

値をしっかりモデルに取り込んで、データを同化して、より精度の高い降灰予報

を進めていくということももくろんでおります。これは気象研究所のほうにしっ

かり技術をつくっていただいて、実用段階になりましたら、ルーチンの仕事のほ

うに入れていきたいと考えております。 

 それから、気象と同様に、２７ページ以降に関連する取組がございます。簡単

にちょっとご説明させていただきます。 

 ２８ページをごらんください。緊急地震速報の改善といたしまして、海域に多

数の地震計、これは文科省さんの事業として整備されたデータで、防災科学技術

研究所のほうで運営をしている海底地震計システムでございますけれども、ここ

で取られたデータを活用させていただくことによって、例えば、東北地方の太平

洋沖で発生する地震活動でございますと、最大で２５秒程度、従前よりも早いタ

イミングで緊急地震速報が発表できるという状況になってございます。これは昨

年の６月末から実施しているところです。 

 それから、２９ページ目をお願いできますか。現状でも沖合の潮位データを使

っているんですけれども、その潮位を観測した最寄りの沿岸の潮位の高さを予測

する手法でしかなくて、必ずしも離れたところの予報については、最寄りの潮位

のデータが到達しないと予測できないというような仕組みになってございまし

たので、新たに、実際に発生した津波の波源を求めて、その波源をもとに、フォ
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ワードで、どこにどれぐらいの高さの津波がやってくるのかということをシミュ

レーションできるような技術を気象研究所のほうで開発いたしまして、これを昨

年３月から現場で活用するということにしております。こうすることによって、

より早いタイミングで、より最初のデータベースで予測した津波の高さよりもさ

らに精緻な津波予報の予測ができて、必要に応じて津波警報のグレードを変える

というようなことをやっていけるものというふうに考えております。 

 それから、次、３０ページ目に火山のことが書いてございますけれども、今年

度、ドローンを使った調査を試験的にやっております。４つの火山でドローンの

調査をやっておりまして、右下に草津白根山のドローンから撮った写真を載せて

おります。どれぐらい機動性をもってこのドローンを活用できるのかということ

について、今、検討を進めているところでございます。 

 それから、先ほどお話しした草津白根山の一昨年の噴火のように、ノーマーク

の火口からの不意打ちを食らわないようにするためにも、世の中にあるあらゆる

カメラ、ウェブのカメラを最大限活用させていただいて、しっかり火山の表面で

起きていることについての監視をするという体制も今年度整備しているところ

でございます。これによって、迅速に噴火した事実を伝える、あるいは、噴火警

報を速やかに出すというようなことをできるようにしてきております。 

 長くなりましたが、地震・津波・火山関係は以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。それでは、ご質問、ご意見等ござ

いましたら、よろしくお願いします。 

 私は、地震等のほうはあまり詳しくないんですけれども、先ほどの２５０メー

トルメッシュの推計震度分布を求めるストラテジーというか、それはどういう方

法でこういうことが可能なんでしょうか。 

【地震火山部長】  そもそも震度計がないところでどれぐらい揺れたかの推定

手法というのは、一度、観測した場所、観測データを補完する形で空間分布を求

めるというプリミティブな考え方でやっていて、これを２５０メートルにすると

きも全く同じやり方でやるんですけれども、必要なのは、地盤がどれぐらい揺れ

やすいところなのかという情報が非常に大事でして、今は、現状１キロごとでの
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揺れやすさ、地盤増幅度という言い方をしていますけれども、それを使って各地

の揺れを推定するんですけれども、今、全国的に２５０メートルメッシュの地盤

増幅度のデータがやっと整備されてきましたので、それを使って推計しようと。

ただ、空間分解能が今の１６倍に上がるものですから、そのための計算機資源を

しっかり整備していこうということでございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員、お願いします。 

【委員】  今、地震の関係が出ましたので、津波の関係で２４ページ、細かな

ことを言ってはいけないんだけれども。ただ、津波の情報の充実ということで、

ビジュアル化を図るんだというお話がありましたので、たまたまここに出ている

図面のイメージが、３０分単位で見せるというふうにイメージが出ているものだ

から申し上げるだけなんだけれども。今、目標とされている更新タイミングとい

うのか、それをどのくらいにセットしてビジュアル化を図ろうとしているか。結

構重要で、私の感覚からいけば、３０分単位で見せられると、津波の速度感だと

か到達感というのがミスリードして伝わっちゃう可能性もあるので、次の３０分

の前にはもう来ちゃうということは結構、地域的にあるわけですから、たまたま

伊豆のあたりでこう書いてあるんだけれども、この開発イメージというものをど

こに置いているかというのは、国民の視点、利用者の視点から言うと重要なもの

ですから、それをお伺いしたい点が１点です。 

 それから、気象のほうでお伺いしたいことは、まず、８ページに民間のデータ

等々さまざまなものがあるということで、検討していくんだということが書かれ

ているんですけれども、これは具体的にはどのくらいの時間でロードマップとい

うかな、実際にデータをきっちりと調べておいて、そのクオリティーもチェック

していきますよということなんですが、何年後ぐらいまでそれを監視するのか、

すぐなのか、もう今年できているのか、そのあたりをお伺いしたいのが１点です。 

 それから、メソアンサンブルに関してはよくわかるんですね。そういうことは

何度も議論になりますけれども、ほかの分野でもこういう予測方式はとりますか

ら、その結果、精度が上がるだろうということはわかるといえばわかるんだけれ
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ども、特に、今回の１５号、１９号だとか、実際に台風が来て、そのときの予測

がどの程度であったのか、どの程度的確に予測できていたのかという、このあた

りがデータとして今回示されていないんだけれども。でも、これは１５ページあ

たりの議論にもかかわるんです。普及啓発、国民意識のという部分。ですから、

すごく記憶の新しいタイミングで、起こった事柄の深刻さというか重大さという

のは皆さんわかっているわけです。それに対して、技術の最前線としての気象庁

のやっていることがどれだけであったかということは、もし可能であれば、自然

体でアピールができる場面でもあるし、そのことについては、今回の資料には出

ていませんけれども、当然ながら、気象庁さんとしては把握されているわけです

よね。できれば、今日のこの場でも多少なりご報告いただけるとありがたいかな

と思っています。 

 以上です。お願いします。 

【委員】  それでは、地震については、地震火山部長からお願いします。 

【地震火山部長】  では、津波からご説明いたします。２４ページの絵は、３

０分ごとに更新して情報を出すということではなくて、最初に警報を出したとき

に、３０分ごとにここまで広がっていきますよということを一度に見せるという

ようなことをもくろんでございます。そうすることによって、どれぐらい切迫し

ているのかというところをしっかり見せようということなので、更新の頻度は、

例えば、先ほど話した沖合で実際に潮位のデータを計って、さらに大きな、当初

の予測よりも大きな津波が来るということになれば更新するという考え方にし

ておりますので、必ずしも何分後に必ず更新するという考えではございません。

繰り返しですけれども、これは最初にちゃんと見せて、時々刻々どう広がってい

くかということを把握していただけるようにしようという考えでございます。 

【委員】  そうしましたら、多様なデータに関しては観測部長、お願いします。 

【観測部長】  観測部長の弟子丸でございます。 

 ８ページです。現在どういうステージにあるかと申しますと、幾つかの民間で

気象データをネットワークで使っているようなところであったり、民間の測器会

社ですけれども、そういうところですとか、それから、鉄道事業者、そういった
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ところと今、調整をしていて、要するに、実際に使えるかどうか、品質管理につ

いての調査、みんなで調査をするので、そのグループに参加してもらえないかと

いうような話をしています。具体的には、それは来年度に実施する予定です。こ

の話をなるだけ速やかに進めたいと思っておりまして、段階的に広がっていけば

いいかなとも思いますので、合意ができればそういうところから協力関係を結ん

で使っていきたいと考えているところです。 

 この課題はもう一つの側面がありまして、民間の事業者の方々同士でデータを

交換することで事業をお互いに発展させられないかという観点がございます。こ

の点につきましても、どういうことができるのか、実際、民間の事業者の方から

もお話を一部伺っておりますけれども、そこら辺の仕組みについては、まだ今、

具体像はありません。ただ、これも民間の方々のデータがおそらく利用できると

思うんですけれども、確認していくのと並行して、共有の仕方、そこについても

形をつくっていかなければならないというふうに思っています。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、台風１９号の予報に関しては、予報部長お願いします。 

【予報部長】  予報の精度の評価などについて情報共有が大切だというお話と

受けとめました。台風１９号の進路予報については、平均的な台風の予報精度と

同程度か、それよりちょっとよいぐらい、強度もそれぐらいでした。 

 ただ、台風第１９号の場合には、進路予報や強度の予報は、そういう意味では

平均的かそれよりちょっといいぐらいということではあったんですが、雨量の予

報が、地域によっては予報のほうが少なかったというところがございました。こ

ういったことについては、特に顕著な事例についての精度の評価について、少し

現象が終わってから場合によって１カ月ぐらい時間をいただいてしまうんです

けれども、取りまとめて、ホームページに載せるようにはしています。このやり

方をこれからどういうふうにさらに国民の皆さんによりよい形でご理解をいた

だくかというのは工夫のしどころかとも思っておりますが、いろんなところで精

度をきちんと提示するようにということはご指摘をいただいておりまして、取り

組んでいるところではございます。 



 -32- 

【委員】  よろしいでしょうか。 

【委員】  １５号のとき、私は２日前に外国に行っていましたのでセーフだっ

たんですけど、１９号のときは、気象庁さんの情報が非常に役立ちました。青森

に出張予定だったので、飛行機は朝一飛びましたから行けたんですけれども、行

ったら帰ってこれないだろうということで、新幹線はとまるなと。実際、２日ぐ

らい、１日以上は新幹線はとまりましたので、その日のうちに帰られなかったの

で、よかったんです。要するに、行かないという判断をしましてセーフだったん

です。 

 １０月２５日の千葉の集中豪雨。あのときは夕方に外国出張する予定で、これ

もまた気象庁さんの情報が非常に役立ちました。バスが空港に行かなかったんで

す。これは土砂崩れがありまして、高速道路がとまって。鉄道に乗りかえました

けれども、あれだけの雨が降るぞとしっかりと伝えられていましたので、これは

ＪＲは絶対再開しないなと判断をして、北総線の走っている千葉ニュータウンの

中は非常に広大な空間の中を鉄道が走りますから、ほぼとまらないだろうという

判断で行ったら、私たちのグループだけじゃないけれども、少ない乗客だけが成

田空港に着けました。たまたま奇跡的に私の飛行機は外国からダイバートせずに

着陸できたので、それで夕方の７時ぐらいの飛行機で出国しました。そのときも

続けて、気象庁さんの予報とかデータがしっかりあるから、自分の判断も加わる

んですけれども、適切な行動がとれるなと実感したところでありました。そうい

う感謝も申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。 

【委員】  ○○委員、ありますか。 

【委員】  済みません、追加で何点かお願いしたいんですけれども、今のお話

で関連して言うと、最近は企業も無理に出社しなくいいという運用に変わりつつ

あって、計画運休も随分ヘジテイトしないでやるようになったなという印象があ

ります。最初に大阪のほうで計画運休したときは、これは大阪だからできるので

あって、東京ではできないよねというわりと冷やかな見方だったと思うんですけ

れども、あっという間に東京でも、やって当然というような形になってきている

中で、非常に大きな影響を持つ予報になってきていると思うんですね。やっぱり
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企業にとってみては、前日に運休すると言われてもちょっと遅いというのもあっ

て、できるだけ早く準備をしたいということもあると思うので、３日前を５日前

にするとかという前倒しはすごく助かるなと思うんですけれども、それも正確で

ないと、空振るんだったらやっぱり何でＪＲはとめたんだとかっていう文句も出

るでしょうし、そこの兼ね合いは非常に難しいのかなと思います。早め早めとい

うことをみんなが求めている世の中になってきているのだということを踏まえ

つつ、やっていただきたいなということがあります。それはお願いベースです。 

 あと、先ほど話に出ました推計震度分布のところなんですけれども、済みませ

ん、技術的なことが全くわからないので勝手なことを申し上げると、１キロメッ

シュと地図の組み合わせができていないということに逆に驚いてしまいました。

２５０メートルメッシュにすることもすごく大事だと思うんですけれども、地図

というか、どこに道路が走っているとか、そういう情報と重なっていないと、全

く使えないんじゃないかって単純に思ってしまったんですね。人は、自分のうち

がどこにあるか、どこに道路が走っているかとかでおそらく判断すると思うの

で、どっちを優先するかということを考えたら、多少粗くても地図と組み合わせ

ることのほうが優先なのではないかと思いました。 

 とりあえず以上です。 

【委員】  地図に重ねるのは早急に進められると思いますが。 

【地震火山部長】  ご指摘の点、ちゃんとこちらとしても必要だろうと思って

おりまして、次のシステムが完成するのを待たずとも工夫できるところがあると

思いますので、そこはしっかり取り組んでいきたいと思っています。 

【委員】  いろいろ観測面でも予報面でもご努力いただいているということが

よくわかりました。個人的には、危険度分布にハザードマップとか土砂災害警戒

地区を重ねられるようになったというのは非常に大きな進歩かなと思っており

ます。 

 私の手際が悪くて時間が押してきましたので、そうしましたら、次の気象情報、

データの利活用促進に関する取組について、ご説明をお願いしたいと思います。

ちょっと時間が押しておりますので、なるべく簡潔にお願いできればと思いま
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す。よろしくお願いします。 

【情報利用推進課長】  情報利用推進課長の千葉でございます。気象情報・デ

ータ利活用促進の取組の状況について、まとめて報告させていただきます。 

 次のスライドでございます。これは先ほど企画課長からも説明いただいた提言

の概要でございまして、この利活用促進には２つの取組の柱がございます。１つ

は、利活用環境の整備、それからもう一つは、理解・活用力の向上の２つでござ

います。 

 これは、そのうちの利活用環境整備について、提言に掲げられています取組の

例でございます。ここの９と１１について、以下、取組について報告いたします。 

 これは先ほどの９番の気象データの円滑な流通の促進の取組の報告でござい

まして、気象過去データの利用環境の構築を報告したものでございます。なぜ過

去データなのかでございますが、左の枠に利用イメージとして説明してございま

すが、例えば、企業での商品の生産調整に気象データを使うには、その前に商品

の売り上げなどに気象がどのように影響を与えているのか知る必要がございま

す。これには過去の売り上げデータとか過去の気象データを用いての関係分析が

必要になるということで、この取組はさまざまな種類の過去３年分の気象データ

をインターネットのクラウド上に置きまして、公募によって試験的に使ってもら

おうというものでございまして、昨年の６月から行ってございます。まだ調査の

途中ではございますが、引き続き、気象過去データのニーズとか、利用環境の課

題を分析して、今後のデータ利用環境の構築の検討に生かしていきたいと思って

ございます。 

 これは技術革新に応じた精度の見直しの取組の報告でございまして、予報業務

強化などの規制の緩和とか、それから、規制を理解しやすくするための取組を報

告したものでございます。ちょっと補足させていただきますと、高潮予報につい

てでございますが、これまでは防災対応上の混乱を防ぐ観点から、当面許可しな

いというふうにしてきたものでございますが、高潮を予測する技術の研究開発が

進んできているという状況を踏まえまして、防災対応上の混乱を避けるための条

件は付してございますが、許可できるようにしたものでございます。今後もこの
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ような制度につきましては、技術の進展や社会の変化を捉えまして、必要な見直

しを行う予定でございます。 

 これは理解・活用力の向上について、提言に掲げられている取組例でございま

して、それぞれについて具体をちょっと紹介いたします。 

 これは気象に関するリテラシー向上の取組のところでございまして、防災教育

に係る取組を報告したものでございます。関係機関と連携しまして、学校教育、

それから、地域住民に対しての普及啓発に積極的に取り組んでいる状況でござい

ます。このうち、地域住民向けについてでございますが、ワークショップとか出

前講座という形で防災知識の普及啓発に努めているところでございますが、その

ための講師は気象台職員だけでは足りないということで、気象予報士などに協力

をお願いするなどして取り組んでいるところでございます。 

 このように、普及啓発の担い手というのはまだまだ足りない状況でもございま

すので、下に今後の展望と書いてございますが、気象防災に関する普及啓発の担

い手となる専門家を育成し、増やしていく取組を関係機関と連携して進めていく

計画でございます。 

 これは先ほどの防災教育のほかに、講演会による普及啓発も行っているという

報告でございます。伊勢湾台風６０年のように、注目されるタイミングを捉えて

とか、それから、南海トラフのように、新しい情報では影響する地域を対象に、

今、計画的に行っておりまして、今後も引き続き行っていく予定でございます。 

 これは気象情報の多言語化への取組を報告したものでございます。今年は東京

オリパラなど外国旅行者の増加も予想されておりますので、観光庁などと連携い

たしまして、気象情報の多言語化について、気象庁ホームページだけではなくて、

携帯アプリで災害情報を掲載しますＳａｆｔｙ ｔｉｐｓとか、こういったもの

の多言語化を進めているといったところでございます。 

 また、昨年も台風による被害が顕著であったということもありまして、台風情

報についても多言語化する計画でございます。 

 これは気象科学館のリニューアルの計画でございまして、今年秋に本庁庁舎が

港区虎ノ門に移転するこの機会を捉えまして、シアターなどの施設を充実させて
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リニューアルオープンする予定でございます。港区の科学館との併設になります

ので、より集客が見込まれると思われますので、多くの方への理解促進につなげ

ていきたいと思ってございます。 

 これは経済活動への気象情報データの利活用の取組として、気象ビジネス市場

の創出の取組を報告したものでございます。産業界での気象データの利活用を促

進して、生産性の向上につなげるために産学官のコンソーシアムであります「気

象ビジネス推進コンソーシアム」、通称、私どもＷＸＢＣと言っておりますが、

これを立ち上げて取り組んでいるところでございます。開始して３年になります

が、会員数は８００手前の７９３社にまで増加してございます。産学官での対話

を行いまして、気象データを活用したビジネス運営などの実例とかノウハウを共

有することで、産業界での利活用拡大に取り組んでいるところでございます。 

 このＷＸＢＣの取組としましては、中ほどの左枠に掲げた３つの柱、取組の有

効性を知ってもらうための普及啓発、それから、シーズ・ニーズのマッチングを

期待する新規気象ビジネスの創出、それから、人材育成の取組として、連携して

推進しているところでございます。 

 今後の展望のところに書いてございますが、これら取組の継続とともに、気象

データの利活用のキーとなります人材、つまり、気象データと他のデータとあわ

せて分析しまして、ビジネスの改善提案ができる、ここに気象データアナリスト

と書いてございますが、こういった人材の育成のための仕組みづくりに今後取り

組んでいく計画でございます。 

 これは、その取組の利活用事例を掲載したものでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 そうしましたら、委員の方からご意見がございましたらお願いします。 

 気象データは大量にありますが、それをなるべく幅広く使っていただくために

は、そのためのワークステーションなりの施設が必要というふうに認識している

んですけれども、これは予算的には手当されてきているという理解でよろしいで

しょうか。 
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【情報利用推進課長】  昨年から行っております気象過去データの利用環境に

つきましては、継続的な予算ではなくて、まさに今年と、さらには来年度も継続

できる予定にはなってございますが、やはり調査的な対応ということでいただい

ている予算で、試験的に行っているものでございます。最終的には、気象業務支

援センターからの情報提供を今、基本にしてございますので、そこの中でどのよ

うな工夫ができるかといったことを、この分析をもとに検討してまいりたいと思

っております。 

【委員】  ありがとうございました。 

 ○○委員お願いします。 

【委員】  済みません、ちょっと質問なんですけれども、気象ビジネス市場の

創出の部分と、ちょっと戻ってしまうんですが、８ページのさまざまな主体によ

る観測データの有効活用に向けた取組で、民間の事業者から気象データをもらう

という話があったかと思うんですけれども、この関係というのは、８ページのほ

うは、民間からデータをもらうんだと。それを気象庁としてデータの精度を高め

るということに使って、それをまたさらに民間にバックするというような感じな

のでしょうか、イメージでいうと。 

【観測部長】  おっしゃるとおりです。民間の事業者の方々、それぞれの目的

でいろいろな観測をなさっていますので、その中で共有できる部分というのを気

象庁でお預かりしてプロダクトにして、それを還元する。また、その共有財産を

増やしていくという形のフィードバックをイメージしているものです。 

【委員】  そうすると、こっちはビジネスになるからいいということになると

思うんですけれども、前段の部分のデータの提供をする企業のメリットはどこに

あるのでしょうか。 

【観測部長】  まず、第一義的に、単純に言いますと、例えば、鉄道事業者の

方が雨量計のデータを共有していただく。そうすると、例えば、それを用いて、

実は気象庁では解析雨量ですとか土壌雨量指数ですとかつくっていますので、い

わゆる危険度分布というデータを出していますけれども、そういったものに反映

されるんですよね。共有することによって気象庁の安全にかかわるデータであっ
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たり、そういったものに反映されてフィードバックされていくというのがまず第

一義です。それ以上に、どこまでできるのかわからないですけれども、気温とか

その他のデータが共有されれば、それは気象庁を軸に共有されることによってビ

ジネス利用の形にもなっていくだろう。そういう形のフィードバックのスタイル

になっていると思います。これをさらに発展させて、民間事業者の方が主体とな

ってデータを共有して、お互いに利用し合うという世界も考えられるわけです

ね。その場合には、平たく言うと、そこの運営なりコストなりというのは民間の

方で担っていただくということになろうかと思います。そこの仕組みづくりとい

いますか、どうすればいいかということについては、民間の方と今後も相談して

いくということになります。その受け皿として、ＷＸＢＣであったり、そういう

ものがあります。 

 以上です。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 いろいろ努力されていて、ホームページの多言語化もオリンピックを控えて非

常にいい成果だと思っております。 

 ちょっと時間が押しておりますので、それでは続きまして、気象庁より防災対

応・支援の推進に関する取組について、ご説明をお願いいたします。 

【参事官】  それでは、３番目についてご説明申し上げます。 

 国民の生命・財産に関わる防災については、今まで説明、紹介しましたとおり、

精度向上等の技術開発、それからデータ・情報の利活用促進、これらをもとにし

て進めていくということ。その結果として、防災意識を社会全体で高めるという

ことが気象庁の今後の業務の方向性として提言で示していただいたところでご

ざいます。 

 具体的な取組内容の例として、ここに項目を２つまとめております。１つ目は

理解・活用をいただくためにどうしたらいいのかということ。それから、防災に

関係する機関と連携して効率よく、効果的に進めていかなければいけないという

こと。右の枠の中に具体的な例が出ていますけれども、１５番、下のほうの大雪

の話については先ほど新たな大雪の情報で紹介いたしております。それから、そ
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の下のタイムラインによる防災対応に資する情報提供については、これも先ほど

台風の５日予報の開始というところで紹介しておりますので、この枠の中のそれ

以外のところについてちょっと具体的に紹介してまいりたいと思います。 

 防災については自助・共助・公助ということが言われておりまして、ここ数年

の災害に鑑みて自助・共助の強化というのはピックアップされているところでご

ざいますけれども、公助の部分についてもまだまだ取組をやっていかなければい

けないということがございます。どういうことかというと、住民に対する避難情

報を発令する自治体において、防災を担当する方の対応力のスキルアップという

ことが必要不可欠であるということでございます。ここのページについては、そ

こを見据えて気象庁の最近の取組を強化しているところをまとめてございます。 

 地域の防災・支援強化ということで、中段に出ておりますけれども、「あなた

の町の予報官」という、これはニックネーム的なものですが、従来は自治体の支

援というのは基本的に都道府県に対していろいろ対応していることはありまし

た。もちろん個別の市町村に対して何もやっていないわけではないですけれど

も、都道府県が基本でした。それを先ほど申しましたように、その地域地域で住

民に対応する市町村のレベルアップを図る必要があるということで、気象庁の地

方組織の業務体制変更をやっております。今まで都道府県単位が基本だったの

が、個別の市町村ごとに地方気象台の職員が担当チームを組んで、普段から市町

村に対していろいろな支援をしていく仕組みに変えてきているところでござい

ます。 

 防災については、災害発生時前後で、緊急時の対応ということがございますけ

れども、これを的確に行うためにはその前の平時から準備を行っていかなければ

いけないということがございます。災害が発生した後は、対応がうまくいったか

というのを、これも自治体と気象台が共同で振り返りをしていくということでご

ざいます。 

 下の方にその各々の３つのステージでこういうことをやっているということ

をまとめております。平時においては市町村の防災担当者向けのワークショップ

を推進しているということ。それから、緊急時においてはＪＥＴＴ、ＪＭＡ Ｅ
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ｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｔａｓｋ Ｔｅａｍという、これも自治体を支援するチーム

を現場に派遣するということ、また、振り返りもやるということです。 

 気象防災ワークショップにつきまして、先ほど住民向けのワークショップの話

が出てきましたけれども、ここに書いてあるのは市町村の担当者向けということ

でございます。気象庁から事態の進行に応じていろんな防災・気象情報が出てま

いりますけれども、それを市町村において的確に活用していただくために、一つ

のシナリオを設定して、こういう気象情報が出たときにあなたの町ではどういう

住民向けの情報を出すか？というのを疑似体験していただくという内容になっ

ております。従前からこういうことをやってはきていたんですけれども、今年度

から数値目標を設定して、全国の市町村数が約１,７００余りありますが３年で

全部の市町村がワークショップに参加できるようにということで、年間６００市

町村程度を対象に行おうということでやっております。今年度は１２月末までに

５５７市町村の参加を得てやっております。 

 ここで、参加された方の声としては、下に書いておりますけれども、こういう

ワークショップを経験してみて実際にそのときになったら大変だろうというこ

とが分かりましたとか、本番のときにはこれを生かしたいというような声がござ

いました。それと、これは市町村担当者向けではあるんですけれども、ここに共

助の部分として地域防災リーダーの参加も呼びかけており、防災士ですとか地元

の消防団員の方などの参加もいただいているところでございます。その方々の声

として、市町村で実際に災害対応の流れはどうやっているのかというのが非常に

よく分かって、地域で近所に対して声がけするような活動をするときに参考にな

ったという声もございました。 

 ＪＥＴＴにつきましては災害が発生することが予想される場合、あるいは、実

際に発生した後に、被災した市町村に対して気象台の職員が出向きまして、ここ

で行われる救助活動、応急活動など、各機関、市町村におけるものがいろいろあ

るわけですけれども、やはりそのときの気象状況や予測が各種活動の基礎になる

ということで、データを監視しつつ的確に情報提供・解説をするということをや

ってきております。 
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 このスライドはどちらかというと自助に少し関わるところになってきており

ます。一昨年の７月豪雨を受けた中央防災会議のワーキンググループの検討の結

果、５段階の警戒レベルというものが導入されております。これは各機関から出

される防災情報が数が多過ぎてわかりにくいということで、住民に求められる行

動に対応する形で５段階にまとめたものでございますが、今年度から導入され

て、なかなか周知、浸透することは進んでいないということで、今後も引き続き

やる必要はあるんですけれども、気象庁においてどういうことをやっているかと

いいますと、ホームページでそれを示すことは当然ですが、報道関係、気象防災

アドバイザーや気象キャスターへの説明会を行ったり、それから、各種災害が実

際に発生したときの緊急時の会見などで警戒レベルも併せて説明することで、皆

さんにその認知度を高めていただくということをやってきております。 

 この図は火山の関係になりますけれども、火山につきましては常時観測火山は

４９あるんですけれども、ここに火山防災協議会というものが設置されておりま

す。自治体、国の機関、学識経験者等からなるものです。気象台も参画しており

ますけれども、ここで色々な情報を共有したり、警戒避難体制の整備、それから、

活動が高まったときにはその対応についても協議するという形で、地元に対して

きめ細かい情報の提供等を行っているところでございます。なお、噴火警戒レベ

ルというものを我々運用しておりますけれども、火山防災協議会での合意を得て

作成したものを気象庁が運用しているところでございます。 

 地元自治体等の理解を進めるというところとはちょっと違うんですけれども、

昨年５月から１０月に箱根山大涌谷で火山活動活発化による一部立ち入り規制

がございました。このときに、安全確保を当然前提としているわけですけれども、

地元の温泉の造成業者などが大涌谷に入らなければいけないということで、これ

は協議会の了解を得て町が決定したわけですけれども、その際に、気象庁として

は活動を厳重に監視した上で、変化があればすぐに連絡をして退避させるとい

う、いわば地元のニーズにマッチした対応もしているところでございます。 

 ここには、大雨等の予測に基づいて、気象庁が持った危機感を国民に対してど

のように伝えるかという伝え方の取組をまとめております。４つのマスがござい
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ますけれども、先ほど申しました警戒レベルを一緒に説明することでわかりやす

くするということ。それから、呼びかけ方、これはいろいろあるのですけれども、

例えば自助・共助を支援するということで、行動を促進する意味で「自分の命、

大切な人の命を守るために行動をしてください」という言い方もしております。

それから会見の仕組みとしては、気象台と地方整備局、これは河川管理のほうを

やっているところでもあるんですけれども、合同で記者会見することによって気

象状況の見通し、それから、河川の増水の状況についての呼びかけをするという

こともやりました。また、早め早めの情報提供や、過去の災害を例示した呼びか

け等でできるだけ簡潔に一人一人の住民の方に分かる形でということを考えて

おります。伝え方については、気象庁が設けている「防災気象情報の伝え方に関

する検討会」においてフォローアップを行うことにしております。 

 このスライドは、住民といいますか国民一人一人への情報提供の取組として、

ホームページ等で既に提供している情報が主になるんですけれども、防災情報専

用のツイッターのアカウントを新設してきめ細かい情報の提供をしております。

フォロワーが１３万人を突破するということで、かなり見ていただいているとい

うことが分かっております。 

 最後のスライドになりますけれども、危険度分布、個別具体の場所で大雨ある

いは洪水の危険度が高まってきた場合に、自らそれを調べに行かなくてもお知ら

せするプッシュ型通知サービスを昨年７月から民間事業者の協力を得て開始し

たところでございます。 

 以上でございます。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 ○○委員お願いします。 

【委員】  どうもありがとうございました。特に、最後のほうに出てきた、５

３ページあたりの取組、前回の提言等も受けて改善をしていただいて、非常に効

果的に、今、気象庁さんは国民からの信頼も高いと思いますけれども、その中で

危機感を含めてきっちりと伝わっていると思います。もちろん、課題もまだまだ

あると思いますけれども、そういうことはよく私どもとしても理解しているとこ
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ろであります。 

 それで、その前のページ、ちょっと質問になりますけれども、そういう意味で、

持続的、継続的にこういった取組を、災害が起こるときだけではなくてやるとい

うのがよく今日の資料からもよくわかるんですが、４８ページ、４９ページのあ

たりで、２点ほど。 

 １つは、４８ページ、「あなたの町の予報官」、大変積極的な、すぐれた取組に

なっていくとは思うんです。ただ、老婆心ながら、リソースも限られているし、

市町村は非常に数が多いですから、平時からそこに「あなたの町の」と理解して

もらうだけのコミュニケーションをやり続けるというのは結構大変だと思うん

です。そのあたり、実際それができるのかということも含めて、「あなたの町の

予報官」とたまたま名前が出ているものだから、どのレベルにきっちりと線を引

きながら対応されていくのか、そのあたりの相場観というのかな、それを教えて

いただけるとありがたいというのが１点です。 

 それから、４９ページなんですけれども、これはもっと単純な質問ですけれど

も、要は、気象防災ワークショップ。この取組は、例えば、私なんかも出てみた

いし、あるいは、企業や大学等の立場でも、自治体さんがどうやっているかとい

う現場を知ってみたいとか、それを共有したいとか、ある程度知っておきたいと

か、そういうことがあると思いますから、すごくすぐれた取組だとは思うんです。

でも、避難勧告や避難指示まで考えていくような流れをおそらく疑似体験するん

だと思いますが、そうなってくると、それを気象庁さんが何でやるのかなという

か、気象庁さんとして自治体さんを集めてそういうワークショップを開催してい

るようにこれだと見えてしまうんですけれども。そういうことなのか、あるいは、

自治体さん、あるいは、自治体さんのある種組織がこういうことをやるときに、

気象庁さんがぜひ協力してくれという中できっちりと対応されていこうとして

いるのか。これも今後ずっと続けると、かなり大変な取組だし、多くの方が関心

を持つでしょうから、それはぜひ積極的にやるほうがいいとは思いますけれど

も、そのまた相場観とか、どのくらいのレベル感でやろうとされているのかとい

うのをお伺いできればと思います。 
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【参事官】  ありがとうございます。まず、２つ目のほうからお答えいたしま

す。 

 気象庁がなぜこれを主催しているのかというのは、大雨等の災害推定の市町村

が対応するトリガーとなるのは、やはり気象庁が発表する防災気象情報というこ

とで、まずは、こういう情報が出たときにどう市町村で、その地域の実態も踏ま

えた上で対応するかということを体験していただくというのがこのワークショ

ップの中身になっております。 

【委員】  そうすると、自治体さんの立場からいうと、どの判断、決断すると

ころまでをシミュレーションするんですか。 

【参事官】  そういうことになっております。参加者は……。 

【委員】  言っている意味は、最終的に、例えば市長さんなりが避難勧告、避

難指示をしなきゃいかんですよね。そこまでがシミュレーションの中に入ってい

るんですかという質問なんですけれども。 

【参事官】  ええ、それを入れております。参加される方は、防災担当者とし

てベテランの方というよりは、もうちょっと下の中堅、あるいは、初めて担当し

た方というのが結構おりまして、あなたがそこの市長さんだったらどういう判断

をしますかみたいなことを疑似体験していただくことで、今後の本番のときに役

立てていただくという趣旨でやっております。これについては、先ほど数値目標

として年間６００ということを申し上げましたけれども、３年で一回りするとい

うことなんですが、当然それで終わりではなく、頑張ってその後もずっとやって

いく予定でございます。 

 それから、１つ目のところで、「あなたの町の予報官」のリソース的な制約と

今後の活動の関係というか、そのご質問でございましたけれども、確かにおっし

ゃるように、都道府県によっては市町村の数がまちまち、多いところもあれば少

ないところもあるということで、地方気象台の組織として、定員要求ということ

で、４８ページの中ごろ、上のほうにちょっと書いてあります地域防災官、地域

防災係長の配置、これはコーディネーターとしての定員なんですけれども、この

辺も含めて、市町村が多いところについては多少多めの定員要求をしていったり
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という工夫はしております。ただ、それにしても、５０市町村があるところと１

０しかないところでは、なかなか対応は濃淡が出てくるということはございます

けれども、ここはできるだけ、平時からの市町村への対応ということが一番大事

でございますので、地方気象台のほうでそこは工夫して何とか頑張って回る、対

応するということをまずは続けていきたいと思っております。 

【委員】  はい、わかりました。 

【委員】  済みません、関連して、気象防災ワークショップの部分なんですけ

れども、人口減少で市町村の職員、非常に減っていますし、専門職員も減ってい

る中で、非常に人手が足りないということがあると思います。人事異動なんかも

あって、防災の担当職員がほんとうに理解しているのかということをすごく不安

に思っているんですね。情報がどんどん高度化されても、それを市町村の職員が

きちんと利活用して、インタープリターとして動いてくれないと、住民には届か

ないということがあるかと思います。私事ではあるんですけれども、鹿児島の田

舎に家族が住んでおりまして、この間の大雨のときなんかは、まだ行政無線で動

いているようなところに住んでいるひとり暮らしの母が、パソコンで最新情報を

見てくださいと言われても無理だと。近くの避難所に逃げてくださいと言われて

も、もう大雨で動けません、みたいな状況になって、私がパソコンを見ながら電

話で話す、というやり取りを経験して、ここで自治体がちゃんと動いてくれない

と困るなということをすごく実感した次第です。 

 自治体の仕事を気象庁がどこまで背負うのかということはあるかと思うんで

すけれども、何か自治体を支援してあげるということを政府として考えていって

いただきたいなというのがお願いです。 

 ３年で一周したから終わりではないというようなことをいただきましたけれ

ども、バージョンアップして、もしくは、ちょっと都道府県にも持ってもらって

という形になるかもしれませんけれども、フォローしていってあげてほしいなと

思います。よろしくお願いします。 

【参事官】  ありがとうございます。今、ご指摘のとおり、自治体に、場合に

よっては対応できる職員がそもそも人が少ないとか、異動したら３年たったらま
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た新しい人になってしまうとか、これは実は最近わかった話ではなく、気象庁と

しても随分昔からそういう問題意識は持っております。とはいえ、高度な情報を

うまく活用していただくこと、それで住民に対応していただくことは非常に重要

だということですので、いろいろ市町村に呼びかけて、非常に積極的な意識を持

っておられるところは、緊急時には市役所職員全員が総出で対応するので、防災

担当者だけじゃなく他の部署からも全部集めて参加させたりとか、これはいろい

ろあると思いますけれども、首長さんの意識が高いところは結構そういうことを

やっておられます。そこまでではなくても、ワークショップを実際に受けたとこ

ろでは、これはいいことだから来年以降もどんどん積極的に参加したい、という

声も結構ございます。 

 ということでこのワークショップは今後も継続していきますし、住民に危ない

ということを直接届けるという意味では、今回それほど話に出ていませんが、自

助・共助の共助、近所の町内会長さんあたりが「危ないからみんな逃げろ」と声

をかけるとか、そういうところが非常に重要だということは中央防災会議のワー

キンググループでも指摘されておりますので、気象庁としても地域防災リーダー

の育成という形で貢献を続けていきたいと考えております。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 それでは、気象庁におかれましては、本日いただいたご意見を踏まえて、２０

３０年に向けた取組を進めていただくようにお願いしたいと思います。 

 予定した時間を過ぎてしまったんですが、次回以降の気象分科会について、気

象庁のほうでは今回のようなこれまでの取組のフォローアップではなく、今後の

施策の推進に向けた少し別の内容での審議を考えていると聞いておりますが、時

間を過ぎてしまったので、どういたしましょうか。 

【企画課長】  じゃあ、簡単に。 

【委員】  簡単に説明いただいて、ご意見は後ほど個別にいただくということ

でもよろしいしですか。 

【企画課長】  詳しくは次回の冒頭で説明すると思いますけれども、今こうい

うことを考えているということで、今日みたいなフォローアップは狭義のフォロ
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ーアップとして、また毎年定例的にやっていきますが、これからやっていくのも

広義のフォローアップであるかなと。昨年いただいた提言の中で、資料３ですけ

れども、冒頭に書いてありますが、特に、１番上の四角の２番目に書いてあると

おり、関係する機関と連携をする必要があるということが書いております。提言

を進めるためには、産学官連携を推進する必要がある。要するに、気象庁だけで

はなくて、ということになっております。 

 気象庁のためにいろいろなところと連携するということもあるんですけれど

も、今、世の中、いろいろ情報関係の企業なんかも気象データを非常に大きく扱

っています。気象情報を発信する、もしくは作成するというのは、気象庁だけで

はなくて、いろんな機関ができるようになってきている。そういう中で、いろん

なところが連携して、官民、それから、産官学が連携して気象業務をつくり上げ

ていく世界というのももう少し考えていこうと。昨年度の提言の中の産官学連携

の部分を特に取り出して、深めていきたいと思っております。 

 ただ、今日いろいろ今後の取組もありましたとおり、これからやることがいっ

ぱいあって、気象庁だけの、行政だけの限られたリソースではなかなか追いつい

ていかない。また、それだけですと、できる範囲も限られてきますので、人材に

関しても、技術に関しても、それから、予算に関しても、いろんなところと協働

して進めていくということを考えていくべきではないかというふうに考えてお

ります。 

 次回以降、下の四角のところに書いておりますけれども、技術的なことについ

ても研究機関や民間事業者が保有する技術を使っていこうと。そもそも気象庁の

数値予報も、昭和３４年に始めるときに、東京大学の気象学研究室からこちらに

入っていただいてスタートしたというのがあります。そういうことで、新しくも

あり古い問題でもありますけれども、そういういろんな力を使って技術開発をし

ていく。 

 ２番目ですけれども、みんなで一緒にやっていくためには、いろいろデータも

一緒にアクセスできなきゃいけないんですが、まだまだ障壁がいっぱいあるでし

ょうと。これはアクセスもそうですし、もしかしたら、規制緩和が必要な部分も
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あろうかと思います。そういう障壁を除いていくという取組が、実は提言の中に

も書いてありますけれども、より具体的に進めるためにどうしなきゃいけないか

ということを議論したいと思っています。 

 そして、３つ目でございますけれども、やはり新しいことをやっていくため、

また、今やっている高度な技術を安定的に維持していくためにも、気象庁だけの

人材、それから、予算ではなかなか足りない部分もございます。そういう部分を

どういうふうに協働してやっていくべきかというところも議論できればと思っ

ています。 

 詳しくはまた整理して、次回冒頭で説明させていただきたいと思います。 

【委員】  どうもありがとうございました。 

 委員の方は、特によろしいでしょうか。もしご意見がありましたら、個別にメ

ールでもご連絡いただければと思います。 

 今後のことなんですけれども、改組のこととも関連させて準備していただくと

いいかなと思います。 

 それでは、今日は大変進行が不手際で申しわけございませんが、議事は以上と

させていただきたいと思います。これをもちまして、本日の第２９回気象分科会

を終了させていただきたいと思います。 

 最後に、事務局のほうから何かございましたら、よろしくお願いします。 

【総務課長】  それでは、事務局から２点ほど連絡をさせていただきます。 

 １つは、議事録についてでございますが、委員の皆様には、後日、議事録を送

付いたします。ご同意いただいた上で、本日の会議資料とともに公開したいと思

っております。 

 ２点目でございますが、次回の第３０回の気象分科会につきましては、３月ご

ろの開催を目途に予定をしてございます。別途、分科会長、委員の皆様のご予定

をお伺いさせていただくことにしております。よろしくお願いいたします。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 


